
埼玉県央地域（鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・伊奈町）の移住体験！ 

埼玉県央地域（鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・伊奈町）への移住や「子育て」に興
味のある方にオススメ！地域の子育て支援施設や、お子さんの遊び場、観光スポットな
どをバスで巡ってリアルな県央地域の暮らしを体験してみませんか！ 
乳搾りや、ハンカチ染め、人形絵つけなどのお子さんも楽しめるアトラクションもご用
意しています。ぜひ、ご家族でご参加ください。 

旅行期間：2017年10/21(土)・10/22(日)・10/28(土)・11/4(土)・11/18(土)    
     日帰り 
旅行行程：裏面コース参照 
     集合場所は池袋駅と大宮駅からお選びください。 
旅行代金：大人お一人様2,000円税込（小学生以下は無料） 
募集人員：全５コース各班とも４０名様（最少催行人員10名） 
対  象：埼玉県央地域への移住を考えている子育て世代のご家族。 
     ＳＮＳ（facebook、twitter等）でツアーの様子を発信できる方。 
     ※必須ではありませんが、発信できる方に優先的にご参加いただきます。 

食事条件：昼食1回 
添 乗 員：全行程同行します 
貸切バス利用：国際興業観光バス 
募集期間：9月25日（月）～※先着順・定員になり次第締め切り。 
 
■ツアー参加にあたっての同意事項（重要） 
*このツアーは埼玉県と4市1町の事業の一環として実施いたします。当日は写真撮影が入り、後日各市町の広
報活動等に使用いたします。あらかじめご了承ください。 
* 見学の内容についての感想やアンケートへのご協力（A4両面1枚程度）、ならびにSNSでの情報発信を 
 お願いします。なお、謝礼はありません。 
*食物アレルギーのある方は必ず事前にお申し出ください。できる限り対応いたしますが、ご要望にお応えで 
 きない場合もございますのでご了承ください。 

【旅行企画・実施】株式会社 JTB関東 
【企画協力】鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・伊奈町・埼玉県県央地域振興センター 
      ※ このツアーは4市1町の県央地域一日モニター事業の一環として「ふるさと創造資金」を活 
         用して実施します。 

同意事項（重要） 
●当日撮影した活動写真は、埼玉県と4市1町での広報活動などに使用します。参加者はこれを承諾した上で応募いただくものとします。 
●風水害等の天災等の不測の事項により、当日含めやむを得ず実施を中止する場合があります。 

★裏面へ ご旅行条件（要約） お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください 

お申込み・お問合せ先 ＪＴＢ関東 法人営業埼玉支店 

Ｅメールでのお申込みとなります。（先着順）※定員になり次第受付終了。 

【メール：team_saitama@kanto.jtb.jp】 担当：平石・坂本・武藤 

上記メールアドレスに、①出発日②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤性別 
⑥出発地（池袋・大宮）⑦日中連絡がつくお電話番号（携帯番号） 
⑧同行者がいる場合は同行者の情報（氏名、年齢、性別）を明記してご応募ください。 
（休業日 土・日・祝/営業時間9：30～17：30 ） 
〒330-0845 さいたま市大宮区仲町2-75 大宮フコク生命ビル7Ｆ 
TEL:048-645-3003  総合旅行業務取扱管理者 久連山 健 
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。 

【旅行企画・実施】 
株式会社ＪＴＢ関東 
〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 
観光庁長官登録旅行業第1578号 
日本旅行業協会正会員 



契 約 解 除 の 日 取消料（お１人様） 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 

１．11日目にあたる日以前の解除 無  料 

２．10日目にあたる日以降の解除（３～６を除く） 旅行代金の ２０％ 

３．７日目にあたる日以降の解除（４～６を除く） 旅行代金の ３０％ 

  

４．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の ４０％ 

５．当日の解除（６を除く） 旅行代金の ５０％ 

６．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の１００％ 

コース①：１０月21日（土）「地域の自然環境を体験するモニターツアー」（鴻巣市・北本市） 
８:00    9:00      

コスモスフェスティバル見学（ うどん（  
                                         17:00頃 

 エルミこうのす（鴻巣 自然観察公園（北本  
   ※施設の見学と利用者のお話を聞く        ※ガイドウォークに参加       

コース②：10月22日（日）「こどもの遊び場と子育て環境を体験するモニターツアー」（北本市・桶川市） 
８:00     9:00             

北本市立児童館＆図書館（北本  
             ※子どもの遊び場を見学       ※施設の見学と利用者のお話を聞く        
                                            17:00頃 
昼食：べに花ふるさと館（桶川  

                ※べに花染め体験を実施    ※子どもの遊び場を見学                                         
                                     
コース③：10月28日（土）「地域の学びと子育て環境を体験するモニターツアー」（上尾市・伊奈町） 
８:00   9:00              

 
            ※子どもの読書活動見学  ※子育て施設の見学       
                                             17:00頃  

整備工場（伊奈 氏屋敷跡散策（伊奈 袋駅解散 
※買い物場所の見学        ※地元の交通機関を見学         ※地元の歴史と豊かな自然を体験 

                                            
コース④：11月4日（土）「こどもの遊び場と子育て環境を体験するモニターツアー」（伊奈町・鴻巣市） 
８:00    9:00   

施行記念公園（伊奈 ）  
               ※子どもの遊び場とバラの見学    ※施設の見学と利用者のお話を聞く 

 上谷総合 産業観光館ひなの里（鴻巣  
                    ※子どもの遊び場の見学     ※ひな人形の絵付け体験 

池袋駅解散（17:30頃）                               

募集５コース                      

コース⑤：11月18日（土）「地域の学びと子育て環境を体験するモニターツアー」（桶川市・上尾市） 
８:00   9:00           

OKEGAWA hon+  
             ※地元の学び施設の見学            ※買い物場所やコミュニティスペースの見学     
                                             1７:30頃 
昼食：上尾東武ホテル（上尾 +  
              ※乳しぼり体験など     ※子どもの遊び場を見学            

★ 表面からこちらへ ご旅行条件（要約） 
 

●募集型企画旅行契約 

この旅行は（株）ＪＴＢ関東（埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２ 観光庁長官登録旅行業第１５７８
号。以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企
画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、
別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行
業約款募集型企画旅行契約の部によります。 
●旅行のお申し込み及び契約成立時期 

（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、
旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。 

（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した
翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。 
（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。 
（４）お申込金（大人おひとり） 2,000円（旅行代金の全額） 
●旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合

は当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員で
ある場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。
この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 
●取消料 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。 

●特別補償 

当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅
行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故
により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補
償金又は見舞金を支払います。 
・死亡補償金：１５００万円 
・入院見舞金：２～２０万円 
・通院見舞金：１～５万円 

・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度としま
す。） 
●国内旅行保険への加入について 

ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加
害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、
また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお
勧めします。詳細については、販売店の係員にお問合せください。 
●事故等のお申出について 

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービ
ス提供機関、又は、お申込店にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がな
くなり次第ご通知ください。） 
■個人情報の取扱について 
（1）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客

様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行サービスの手配及び
それらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用
等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の
便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿
泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便
名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。 
（2）当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方

の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連
絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報
を当社及び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。 
●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は2017年9月1日を基準としています。又、旅行代金は2017年9月1日現在の有効な運
賃・規則を基準として算出しています。 

●旅行代金に含まれるもの 

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、及
び消費税等諸税。これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいた
しません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。） 


